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令和５年６月市議会定例会議案参考資料目録（その２） 

 

議 案 番 号 件        名 頁 

議案第４０号   木更津市監査委員の履歴事項 １ 

議案第４１号 

から 

議案第５８号 

まで 

木更津市農業委員会委員候補者名簿 ３ 

議案第４１号 木更津市農業委員会委員の履歴事項 ４ 

議案第４２号 木更津市農業委員会委員の履歴事項 ５ 

議案第４３号 木更津市農業委員会委員の履歴事項 ６ 

議案第４４号 木更津市農業委員会委員の履歴事項 ７ 

議案第４５号 木更津市農業委員会委員の履歴事項 ８ 

議案第４６号 木更津市農業委員会委員の履歴事項 ９ 

議案第４７号 木更津市農業委員会委員の履歴事項 １０ 

議案第４８号 木更津市農業委員会委員の履歴事項 １１ 

議案第４９号 木更津市農業委員会委員の履歴事項 １２ 

議案第５０号 木更津市農業委員会委員の履歴事項 １３ 

議案第５１号 木更津市農業委員会委員の履歴事項 １４ 

議案第５２号 木更津市農業委員会委員の履歴事項 １５ 



 

議案第５３号 木更津市農業委員会委員の履歴事項 １６ 

議案第５４号 木更津市農業委員会委員の履歴事項 １７ 

議案第５５号 木更津市農業委員会委員の履歴事項 １８ 

議案第５６号 木更津市農業委員会委員の履歴事項 １９ 

議案第５７号 木更津市農業委員会委員の履歴事項 ２０ 

議案第５８号 木更津市農業委員会委員の履歴事項 ２１ 

議案第６０号 附属機関設置条例の新旧対照表 ２２ 

議案第６１号 木更津市税条例の新旧対照表 ２４ 

議案第６２号 木更津市国民健康保険税条例の新旧対照表 ４０ 

議案第６３号 
木更津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど

も・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の新旧対照表 
４６ 

議案第６４号 
木更津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の新旧対照表 
５５ 

議案第６５号 
木更津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の新旧対照表 
５６ 

議案第６６号 木更津市火災予防条例の新旧対照表 ５７ 

議案第６７号 変更内容及び変更理由 ６０ 

議案第６８号 認定する市道路線の位置図 ６１ 

 



議案第４０号  （木更津市監査委員の選任） 

 

         履  歴  事  項 

 

 住  所  □□□□□□□□□□ 

 氏  名  庄 司  基 晴 

 生年月日  □□□□□□□□□□ 

 

     （ 経  歴 ） 
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（ 活動実績 ） 

 

年度 出席を依頼した回数 出席回数 備考 

令和 元 ２０ １７  

２ １９ １６  

３ ２０ １８  

４ ２２ １９  

５ １ １  
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議案第４１号  （木更津市農業委員会委員の任命） 

 

         履  歴  事  項 

 

 住  所  □□□□□□□□□□ 

 氏  名  杉 山  孝 

 生年月日  □□□□□□□□□□ 

 

     （ 経  歴 ）  

 

 

 

 

 

（ 活動実績 ） 

 

年度 出席を依頼した回数 出席回数 備考 

令和 元 １２ １２  

２ １３ １３  

３ １２ １０  

４ １２ １２  

５ ２ ２  
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議案第４２号  （木更津市農業委員会委員の任命） 

 

         履  歴  事  項 

 

 住  所  □□□□□□□□□□ 

 氏  名  金 子  一 夫 

 生年月日  □□□□□□□□□□ 

 

     （ 経  歴 ）  

 

 

 

 

（ 活動実績 ） 

 

年度 出席を依頼した回数 出席回数 備考 

令和 ２ ９ ９  

３ １２ １２  

４ １２ １１  

５ ２ ２  
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議案第４３号  （木更津市農業委員会委員の任命） 

 

         履  歴  事  項 

 

 住  所  □□□□□□□□□□ 

 氏  名  地 曵  昭 裕 

 生年月日  □□□□□□□□□□ 

 

     （ 経  歴 ）  

 

 

 

 

 

（ 活動実績 ） 

 

年度 出席を依頼した回数 出席回数 備考 

令和 ２ ９ ９  

３ １２ １２  

４ １２ １１  

５ ２ ２  
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議案第４４号  （木更津市農業委員会委員の任命） 

 

         履  歴  事  項 

 

 住  所  □□□□□□□□□□ 

 氏  名  齋 藤  洋 一 

 生年月日  □□□□□□□□□□ 

 

     （ 経  歴 ）  

 

 

 

 

（ 活動実績 ） 

 

年度 出席を依頼した回数 出席回数 備考 

令和 ２ ９ ９  

３ １２ １２  

４ １２ １２  

５ ２ ２  
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議案第４５号  （木更津市農業委員会委員の任命） 

 

         履  歴  事  項 

 

 住  所  □□□□□□□□□□ 

 氏  名  小 倉  和 

 生年月日  □□□□□□□□□□ 

 

     （ 経  歴 ）  
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議案第４６号  （木更津市農業委員会委員の任命） 

 

         履  歴  事  項 

 

 住  所  □□□□□□□□□□ 

 氏  名  村 田  正 明 

 生年月日  □□□□□□□□□□ 

 

     （ 経  歴 ）  
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議案第４７号  （木更津市農業委員会委員の任命） 

 

         履  歴  事  項 

 

 住  所  □□□□□□□□□□ 

 氏  名  村 上  常 雄 

 生年月日  □□□□□□□□□□ 

 

     （ 経  歴 ）  
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議案第４８号  （木更津市農業委員会委員の任命） 

 

         履  歴  事  項 

 

 住  所  □□□□□□□□□□ 

 氏  名  礒 貝  徳 三 

 生年月日  □□□□□□□□□□ 

 

     （ 経  歴 ）  
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議案第４９号  （木更津市農業委員会委員の任命） 

 

         履  歴  事  項 

 

 住  所  □□□□□□□□□□ 

 氏  名  和 田  倉 𠮷 

 生年月日  □□□□□□□□□□ 

 

     （ 経  歴 ）  
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議案第５０号  （木更津市農業委員会委員の任命） 

 

         履  歴  事  項 

 

 住  所  □□□□□□□□□□ 

 氏  名  桐 谷  勝 美 

 生年月日  □□□□□□□□□□ 

 

     （ 経  歴 ）  
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議案第５１号  （木更津市農業委員会委員の任命） 

 

         履  歴  事  項 

 

 住  所  □□□□□□□□□□ 

 氏  名  石 渡  和 美 

 生年月日  □□□□□□□□□□ 

 

     （ 経  歴 ）  
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議案第５２号  （木更津市農業委員会委員の任命） 

 

         履  歴  事  項 

 

 住  所  □□□□□□□□□□ 

 氏  名  宮 沢  伸 子 

 生年月日  □□□□□□□□□□ 

 

     （ 経  歴 ）  
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議案第５３号  （木更津市農業委員会委員の任命） 

 

         履  歴  事  項 

 

 住  所  □□□□□□□□□□ 

 氏  名  嶌 野  知 明 

 生年月日  □□□□□□□□□□ 

 

     （ 経  歴 ）  
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議案第５４号  （木更津市農業委員会委員の任命） 

 

         履  歴  事  項 

 

 住  所  □□□□□□□□□□ 

 氏  名  小 嶋  哲 雄 

 生年月日  □□□□□□□□□□ 

 

     （ 経  歴 ）  
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議案第５５号  （木更津市農業委員会委員の任命） 

 

         履  歴  事  項 

 

 住  所  □□□□□□□□□□ 

 氏  名  露 嵜  伸 哉 

 生年月日  □□□□□□□□□□ 

 

     （ 経  歴 ）  
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議案第５６号  （木更津市農業委員会委員の任命） 

 

         履  歴  事  項 

 

 住  所  □□□□□□□□□□ 

 氏  名  鈴 木  康 裕 

 生年月日  □□□□□□□□□□ 

 

     （ 経  歴 ）  
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議案第５７号  （木更津市農業委員会委員の任命） 

 

         履  歴  事  項 

 

 住  所  □□□□□□□□□□ 

 氏  名  関  和 美 

 生年月日  □□□□□□□□□□ 

 

     （ 経  歴 ）  
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議案第５８号  （木更津市農業委員会委員の任命） 

 

         履  歴  事  項 

 

 住  所  □□□□□□□□□□ 

 氏  名  礒 貝  正 一 

 生年月日  □□□□□□□□□□ 

 

     （ 経  歴 ）  
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新旧対照表 

○議案第６０号 附属機関設置条例の一部を改正する条例 

新 旧 

附属機関設置条例 附属機関設置条例 

昭和34年９月28日 

条例第28号 

昭和34年９月28日 

条例第28号 

別表（第３条） 別表（第３条） 

 附属機関   附属機関  

 附属機関名 担任する事務 組織 委員の構成 定数 任期   附属機関名 担任する事務 組織 委員の構成 定数 任期  

 略   略  

 木更津市農業

振興推進委員

会 

木更津市農業振

興計画の策定及

び推進について

審議し、必要な

事項を市長に答

申し、又は建議

すること。 

委員長 

副委員

長 

委員 

１ 学識経 

験者 

２ 関係団 

体を代表 

する者 

３ 公募 

４ 関係行 

政機関の 

職員 

20人以内 ２年   木更津市農業

振興推進委員

会 

木更津市農業振

興計画の策定及

び推進について

審議し、必要な

事項を市長に答

申し、又は建議

すること。 

委員長 

副委員

長 

委員 

１ 学識経 

験者 

２ 関係団 

体を代表 

する者 

３ 公募 

４ 関係行 

政機関の 

職員 

20人以内 ２年  

 木更津市学校

給食センター

運営事業者選

定委員会 

木更津市学校給

食センターの運

営に係る事業者

を選定するため 

、調査、審議す

ること。 

委員長 

副委員

長 

委員 

１ 学識経 

験者 

２ 教育関 

係団体の 

代表 

３ 小中学

校の児童

及び生徒

の保護者 

４ 市の職 

 員 

６人以内 １年以内          

 木更津市商工

業振興計画推

進委員会 

木更津市商工業

振興計画の策定

及び推進につい

て審議し、必要

な事項を市長に

委員長 

副委員

長 

委員 

１ 学識経 

験者 

２ 関係団 

体を代表

する者 

12人以内 ２年          
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答申し、又は建

議すること。 

３ 公募 

４ その他 

商業の推 

進のため 

必要と認 

められる 

 者 

５ その他 

工業の推 

進のため 

必要と認 

められる 

 者 

６ 関係行

政機関の

職員 
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新旧対照表 

○議案第６１号 木更津市税条例の一部を改正する条例 

新 旧 

 木更津市税条例 木更津市税条例 

昭和36年12月25日 

条例第44号 

昭和36年12月25日 

条例第44号 

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 

第34条の８ 略 第34条の８ 略 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除すること

ができなかつた金額があるときは、当該控除することができなかつた金額は 

、令第48条の９の３から第48条の９の６までに定めるところにより、同項の

納税義務者に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該

控除することができなかつた金額のうち法第314条の９第２項後段に規定す

る還付をすべき金額により当該納税義務者の前項の申告書に係る年度分の個

人の県民税、個人の市民税若しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し、

若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金を納付し、若しくは納入する。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除すること

ができなかつた金額があるときは、当該控除することができなかつた金額は 

、令第48条の９の３から第48条の９の６までに定めるところにより、同項の

納税義務者に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該

納税義務者の同項の申告書に係る年度分の個人の県民税若しくは市民税に充

当し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。 

３ 略 ３ 略 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） 

第36条の３の２ 略 第36条の３の２ 略 

２ 前項又は法第317条の３の２第１項の規定による申告書を給与支払者を経

由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年

において当該給与支払者を経由して提出した前項又は法第317条の３の２第

１項の規定による申告書（その者が当該前年の中途において次項の規定によ

る申告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に

提出した同項の規定による申告書）に記載した事項と異動がないときは、給

与所得者は、施行規則で定めるところにより、前項又は法第317条の３の２

第１項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前

項又は法第317条の３の２第１項の規定による申告書を提出することができ

る。 

 

３ 第１項又は法第317条の３の２第１項の規定による申告書を提出した給与

所得者で市内に住所を有するものは、その年の中途において当該申告書に記

載した事項について異動を生じた場合には、第１項又は法第317条の３の２

第１項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日

２ 前項又は法第317条の３の２第１項の規定による申告書を提出した給与所

得者で市内に住所を有するものは、その年の中途において当該申告書に記載

した事項について異動を生じた場合には、前項又は法第317条の３の２第１

項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前
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の前日までに、施行規則で定めるところにより、その異動の内容その他施行

規則で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に

提出しなければならない。 

日までに、施行規則で定めるところにより、その異動の内容その他施行規則

で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出

しなければならない。 

４ 第１項及び前項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の

際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理さ

れた日に市長に提出されたものとみなす。 

３ 前２項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由

すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に

市長に提出されたものとみなす。 

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定による申告書の提出の際に経由す

べき給与支払者が令第48条の９の７の２において準用する令第８条の２の２

に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申

告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項

を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を

利用する方法であつて施行規則で定めるものをいう。次条第４項及び第53条

の９第３項において同じ。）により提供することができる。 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定による申告書の提出の際に経由す

べき給与支払者が令第48条の９の７の２において準用する令第８条の２の２

に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申

告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項

を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を

利用する方法であつて施行規則で定めるものをいう。次条第４項及び第53条

の９第３項において同じ。）により提供することができる。 

６ 前項の規定の適用がある場合における第４項の規定の適用については、同

項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払

者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「 

受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の規定の適用については、同

項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払

者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「 

受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 

（個人の市民税の徴収の方法等） （個人の市民税の徴収の方法） 

第38条 個人の市民税は、第44条、第47条の２第１項、第47条の５又は第53条

の５の規定により特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法に

より徴収する。 

第38条 個人の市民税は、第44条、第47条の２第１項、第47条の５又は第53条

の５の規定によつて特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法

によつて徴収する。 

２ 略 ２ 略 

３ 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に

併せて賦課し、及び徴収する。 

 

（個人の市民税の納税通知書） （個人の市民税の納税通知書） 

第41条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度

分の個人の市民税額、個人の県民税額及び森林環境税額の合算額（第47条第

１項又は第47条の６第１項の規定により徴収する場合にあつては、特別徴収

の方法により徴収されないことになつた金額に相当する税額）を前条第１項

の納期（第47条第１項又は第47条の６第１項の規定により徴収する場合にあ

つては、特別徴収の方法により徴収されないこととなつた日以後に到来する

納期）の数で除して得た額とする。 

第41条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度

分の個人の市民税額及び県民税額の合算額（第47条第１項又は第47条の６第

１項の規定によつて徴収する場合にあつては、特別徴収の方法によつて徴収

されないことになつた金額に相当する税額）を前条第１項の納期（第47条第

１項又は第47条の６第１項の規定によつて徴収する場合にあつては、特別徴

収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後に到来する納期）の数で

除して得た額とする。 

（給与所得に係る個人の市民税の特別徴収） （給与所得に係る個人の市民税の特別徴収） 

第44条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中にお 第44条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中にお
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いて給与の支払を受けた者であり、かつ、同日において給与の支払を受けて

いる者（次の各号に掲げる者のうち特別徴収の方法により徴収することが著

しく困難であると認められるものを除く。以下この条において「給与所得者 

」という。）である場合には、当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所

得割額及び均等割額（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次

項及び第５項において同じ。）の合算額を特別徴収の方法により徴収する。 

いて給与の支払を受けた者であり、かつ、同日において給与の支払を受けて

いる者（次の各号に掲げる者のうち特別徴収の方法によつて徴収することが

著しく困難であると認められるものを除く。以下この条において「給与所得

者」という。）である場合においては、当該納税義務者の前年中の給与所得

に係る所得割額及び均等割額の合算額を特別徴収の方法によつて徴収する。 

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 

２ 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に給与所得以

外の所得がある場合には、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項の

規定により特別徴収の方法により徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均

等割額の合算額に加算して特別徴収の方法により徴収する。ただし、第36条

の２第１項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法

により徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。 

２ 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に給与所得以

外の所得がある場合においては、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を

同項の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得

割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によつて徴収する。た

だし、第36条の２第１項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普

通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない 

 。 

３ 前項本文の規定により給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を

特別徴収の方法により徴収することとなつた後において、当該給与所得者に

ついて給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法

により徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため、当

該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通

徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があつた場合でその事情

がやむを得ないと認められるときは、市長は、当該特別徴収の方法により徴

収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収して

いない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。 

３ 前項本文の規定によつて給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額

を特別徴収の方法によつて徴収することとなつた後において、当該給与所得

者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の

方法によつて徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたた

め、当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部

を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があつた場合でそ

の事情がやむを得ないと認められるときは、市長は、当該特別徴収の方法に

よつて徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により

徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとす

る。 

４ 略 ４ 略 

５ 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日

の翌日から翌年の４月30日までの間において異動を生じた場合において、当

該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた

者（所得税法第183条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納

付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。）を通じて、当該異

動により従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の属

する月の翌月の10日（その支払を受けなくなつた日が翌年の４月中である場

合には、同月30日）までに、第１項の規定により特別徴収の方法により徴収

されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額（既に特

５ 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日

の翌日から翌年の４月30日までの間において異動を生じた場合において、当

該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた

者（所得税法第183条の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して

納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。）を通じて、当該

異動によつて従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日

の属する月の翌月の10日（その支払を受けなくなつた日が翌年の４月中であ

る場合には、同月30日）までに、第１項の規定により特別徴収の方法によつ

て徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額（ 

26



別徴収の方法により徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額 

）を特別徴収の方法により徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算額

を特別徴収の方法により徴収するものとする。ただし、当該申出が翌年の４

月中にあつた場合において、特別徴収の方法により徴収することが困難であ

ると市長が認めるときは、この限りでない。 

既に特別徴収の方法によつて徴収された金額があるときは、当該金額を控除

した金額）を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出をしたときは、

当該合算額を特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該申

出が翌年の４月中にあつた場合において、特別徴収の方法によつて徴収する

ことが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。 

６ 特別徴収の方法により個人の市民税を徴収される納税義務者が当該年度の

初日の属する年の６月１日から12月31日までの間において給与の支払を受け

ないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割

額を特別徴収の方法により徴収されたい旨の当該納税義務者からの申出があ

つた場合及び当該納税義務者が翌年の１月１日から４月30日までの間におい

て給与の支払を受けないこととなつた場合には、その者に対してその年の５

月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に

相当する金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額（同日まで

に当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたと

きにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収

することができる額）を特別徴収の方法により徴収する。 

６ 特別徴収の方法によつて個人の市民税を徴収される納税義務者が当該年度

の初日の属する年の６月１日から12月31日までの間において給与の支払を受

けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月

割額を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の当該納税義務者からの申出

があつた場合及び当該納税義務者が翌年の１月１日から４月30日までの間に

おいて給与の支払を受けないこととなつた場合には、その者に対してその年

の５月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全

額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額（同日

までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつ

たときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から

徴収することができる額）を特別徴収の方法によつて徴収する。 

（給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等） （給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等） 

第46条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収した月の翌月10日までに、そ

の徴収した月割額を施行規則第５号の15様式若しくは第５号の15の２様式又

は施行規則第２条の６の規定により総務大臣が定めた様式による納入書によ

り納入しなければならない。 

第46条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収した月の翌月10日までに、そ

の徴収した月割額を施行規則第５号の15様式又は施行規則第２条の６の規定

により総務大臣が定めた様式による納入書によつて納入しなければならない 

 。 

（給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ） （給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ） 

第47条 個人の市民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給

与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなつ

た場合には、特別徴収の方法により徴収されないこととなつた金額に相当す

る税額は、特別徴収の方法により徴収されないこととなつた日以後において

到来する第40条第１項の納期がある場合にはそのそれぞれの納期において、

その日以後に到来する同項の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法に

より徴収するものとする。 

第47条 個人の市民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給

与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととな

つた場合においては、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金

額に相当する税額は、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日

以後において到来する第40条第１項の納期がある場合においてはそのそれぞ

れの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては

直ちに、普通徴収の方法によつて徴収するものとする。 

２ 法第321条の６第１項の通知により変更された給与所得に係る特別徴収税

額に係る個人の市民税の納税者について、既に特別徴収義務者から市に納入

された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に

係る特別徴収税額を超える場合（徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額が

ない場合を含む。）において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、

２ 法第321条の６第１項の通知によつて変更された給与所得に係る特別徴収

税額に係る個人の市民税の納税者について、既に特別徴収義務者から市に納

入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得

に係る特別徴収税額を超える場合（徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額

がない場合を含む。）において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは 
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当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の２の２第１項第２号に規定する

市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規

定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により

当該納税者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したもの

とみなす。 

、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の２の規定によつて当該納税者

の未納に係る徴収金に充当する。 

（公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収） （公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収） 

第47条の２ 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中

において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年

金給付（法第321条の７の２第１項の老齢等年金給付をいう。以下この節に

おいて同じ。）の支払を受けている年齢65歳以上の者（特別徴収の方法によ

り徴収することが著しく困難であると認められるものとして次に掲げるもの

を除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。）である

場合には、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額

及び均等割額（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この

条及び第47条の５において同じ。）の合算額（当該納税義務者に係る均等割

額を第44条第１項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合には、公

的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第47条の５において同

じ。）の２分の１に相当する額（以下この節において「年金所得に係る特別

徴収税額」という。）を当該年度の初日の属する年の10月１日から翌年の３

月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払

の際に特別徴収の方法により徴収する。 

第47条の２ 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中

において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年

金給付（法第321条の７の２第１項の老齢等年金給付をいう。以下この節に

おいて同じ。）の支払を受けている年齢65歳以上の者（特別徴収の方法によ

つて徴収することが著しく困難であると認められるものとして次に掲げるも

のを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。）であ

る場合においては、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る

所得割額及び均等割額の合算額（当該納税義務者に係る均等割額を第44条第

１項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する場合においては、公的年

金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第47条の５において同じ。 

）の２分の１に相当する額（以下この節において「年金所得に係る特別徴収

税額」という。）を当該年度の初日の属する年の10月１日から翌年の３月31

日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際

に特別徴収の方法によつて徴収する。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 特別徴収の方法により徴収することとした場合には当該年度において

当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者 

(２) 特別徴収の方法によつて徴収することとした場合には当該年度におい

て当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者 

２ 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち当該特

別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び

均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第40条第

１項の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の９月30日までの間

に到来するものにおいて普通徴収の方法により徴収する。 

２ 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち当該特

別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び

均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第40条第

１項の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の９月30日までの間

に到来するものにおいて普通徴収の方法によつて徴収する。 

（年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ） （年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ） 

第47条の６ 法第321条の７の７第１項又は第３項（これらの規定を法第321条

の７の８第３項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定により特

別徴収の方法により徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その

特別徴収の方法により徴収されないこととなつた日以後において到来する第

第47条の６ 法第321条の７の７第１項又は第３項（これらの規定を法第321条

の７の８第３項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定により特

別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、そ

の特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来す

28



40条第１項の納期がある場合にはそのそれぞれの納期において、その日以後

に到来する同項の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収す

るものとする。 

る第40条第１項の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、

その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の

方法によつて徴収するものとする。 

２ 法第321条の７の７第３項（法第321条の７の８第３項において読み替えて

準用する場合を含む。）の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金

所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなつ

た特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から市に納入され

た年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特

別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金

所得に係る仮特別徴収税額を超える場合（徴収すべき年金所得に係る特別徴

収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。）において当

該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は

誤納に係る税額は、法第17条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金

関係過誤納金とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用する

ことができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該特別徴収

対象年金所得者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託した

ものとみなす。 

２ 法第321条の７の７第３項（法第321条の７の８第３項において読み替えて

準用する場合を含む。）の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金

所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととな

つた特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から市に納入さ

れた年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該

特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年

金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合（徴収すべき年金所得に係る特別

徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。）において

当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又

は誤納に係る税額は、法第17条の２の規定によつて当該特別徴収対象年金所

得者の未納に係る徴収金に充当する。 

（法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付） 

第48条 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第321条の８第１項、第

２項、第31項、第34項及び第35項の規定による申告書（第９項、第10項及び

第12項において「納税申告書」という。）を、同条第１項、第２項、第31項

及び第35項の申告納付にあつてはそれぞれこれらの規定による納期限までに 

、同条第34項の申告納付にあつては遅滞なく市長に提出し、及びその申告に

係る税金又は同条第１項後段及び第２項後段の規定により提出があつたもの

とみなされる申告書に係る税金の施行規則第22号の４様式又は第22号の４の

２様式による納付書により納付しなければならない。 

第48条 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第321条の８第１項、第

２項、第31項、第34項及び第35項の規定による申告書（第９項、第10項及び

第12項において「納税申告書」という。）を、同条第１項、第２項、第31項

及び第35項の申告納付にあつてはそれぞれこれらの規定による納期限までに 

、同条第34項の申告納付にあつては遅滞なく市長に提出し、及びその申告に

係る税金又は同条第１項後段及び第２項後段の規定により提出があつたもの

とみなされる申告書に係る税金の施行規則第22号の４様式による納付書によ

り納付しなければならない。 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 法第321条の８第34項に規定する申告書（同条第33項の規定による申告書

を含む。以下この項において同じ。）に係る税金を納付する場合には、当該

税金に係る同条第１項、第２項又は第31項の納期限（納期限の延長があつた

ときは、その延長された納期限とする。第７項第１号において同じ。）の翌

日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント（申

告書を提出した日（同条第35項の規定の適用がある場合において、当該申告

書がその提出期限前に提出されたときは、当該提出期限）までの期間又はそ

５ 法第321条の８第34項に規定する申告書（同条第33項の規定による申告書

を含む。以下この項において同じ。）に係る税金を納付する場合には、当該

税金に係る同条第１項、第２項又は第31項の納期限（納期限の延長があつた

ときは、その延長された納期限とする。第７項第１号において同じ。）の翌

日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント（申

告書を提出した日（同条第35項の規定の適用がある場合において、当該申告

書がその提出期限前に提出されたときは、当該提出期限）までの期間又はそ
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の期間の末日の翌日から１月を経過する日までの期間については、年7.3パ

ーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して施行規

則第22号の４様式又は第22号の４の２様式による納付書により納付しなけれ

ばならない。 

の期間の末日の翌日から１月を経過する日までの期間については、年7.3パ

ーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して施行規

則第22号の４様式による納付書により納付しなければならない。 

６～16 略 ６～16 略 

（法人の市民税に係る不足税額の納付の手続） （法人の市民税に係る不足税額の納付の手続） 

第50条 法人の市民税の納税者は法第321条の12の規定に基づく納付の告知を

受けた場合には、当該不足税額を当該通知書の指定する期限までに、施行規

則第22号の４様式又は第22号の４の２様式による納付書により納付しなけれ

ばならない。 

第50条 法人の市民税の納税者は法第321条の12の規定に基づく納付の告知を

受けた場合には、当該不足税額を当該通知書の指定する期限までに、施行規

則第22号の４様式による納付書により納付しなければならない。 

２ 前項の場合には、その不足税額に法第321条の８第１項、第２項又は第31

項の納期限（同条第35項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場

合には、同条第１項又は第２項の納期限とし、納期限の延長があつた場合に

は、その延長された納期限とする。第４項第１号において同じ。）の翌日か

ら納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント（前項の納期限まで

の期間又は当該納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、

年7.3パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算

して納付しなければならない。 

２ 前項の場合においては、その不足税額に法第321条の８第１項、第２項又

は第31項の納期限（同条第35項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額が

ある場合には、同条第１項又は第２項の納期限とし、納期限の延長があつた

場合には、その延長された納期限とする。第４項第１号において同じ。）の

翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント（前項の納期

限までの期間又は当該納期限の翌日から１月を経過する日までの期間につい

ては、年7.3パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額

を加算して納付しなければならない。 

３・４ 略 ３・４ 略 

 【固定資産の非課税の規定の適用を受けようとするものがすべき申告】 

第56条 法第348条第２項第９号、第９号の２若しくは第12号の固定資産又は

同項第16号の固定資産（独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関

係者の養成所において直接教育の用に供するものに限る。）について同項本

文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第１号から第３号ま

でに、家屋については第１号、第４号及び第５号に、償却資産については第

１号、第６号及び第７号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地、家屋

又は償却資産が学校法人若しくは私立学校法（昭和24年法律第270号）第152

条第５項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人若しくは社

会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医療法（昭和23年法律第205号）第31

条の公的医療機関の開設者、令第49条の10第１項に規定する医療法人、公益

社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人（非営利型法人（法人税法第

２条第９号の２に規定する非営利型法人をいう。以下この条において同じ。 

）に該当するものに限る。）若しくは一般財団法人（非営利型法人に該当す

るものに限る。）、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康安全機構、健康

 【固定資産の非課税の規定の適用を受けようとするものがすべき申告】 

第56条 法第348条第２項第９号、第９号の２若しくは第12号の固定資産又は

同項第16号の固定資産（独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関

係者の養成所において直接教育の用に供するものに限る。）について同項本

文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第１号から第３号ま

でに、家屋については第１号、第４号及び第５号に、償却資産については第

１号、第６号及び第７号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地、家屋

又は償却資産が学校法人若しくは私立学校法（昭和24年法律第270号）第64

条第４項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人若しくは社

会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医療法（昭和23年法律第205号）第31

条の公的医療機関の開設者、令第49条の10第１項に規定する医療法人、公益

社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人（非営利型法人（法人税法第

２条第９号の２に規定する非営利型法人をいう。以下この条において同じ。 

）に該当するものに限る。）若しくは一般財団法人（非営利型法人に該当す

るものに限る。）、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康安全機構、健康
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保険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国家公務員共済組合若しくは

国家公務員共済組合連合会で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、

助産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所を設置する

もの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置するもの、公益社

団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教法人で博物館法（昭和26年法律第

285号）第２条第１項の博物館を設置するもの又は公益社団法人若しくは公

益財団法人で学術の研究を目的とするもの（以下この条において「学校法人

等」という。）の所有に属しないものである場合においては当該土地、家屋

又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用させていることを証明する書面

を添付して、市長に提出しなければならない。 

 (１)～(７) 略 

保険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国家公務員共済組合若しくは

国家公務員共済組合連合会で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、

助産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所を設置する

もの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置するもの、公益社

団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教法人で博物館法（昭和26年法律第

285号）第２条第１項の博物館を設置するもの又は公益社団法人若しくは公

益財団法人で学術の研究を目的とするもの（以下この条において「学校法人

等」という。）の所有に属しないものである場合においては当該土地、家屋

又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用させていることを証明する書面

を添付して、市長に提出しなければならない。 

 (１)～(７) 略 

（種別割の税率） （種別割の税率） 

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、１台に

ついて、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、１台に

ついて、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 原動機付自転車 (１) 原動機付自転車 

ア～ウ 略 ア～ウ 略 

エ ３輪以上のもの（車室を備えず、かつ、輪距（２以上の輪距を有する

ものにあつては、その輪距のうち最大のもの）が0.5メートル以下であ

るもの、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メ

ートル以下の３輪のもの及び道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省

令第67号）第１条第１項第13号の６に規定する特定小型原動機付自転車

を除く。）で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0. 

25キロワットを超えるもの 年額 3,700円 

エ ３輪以上のもの（車室を備えず、かつ、輪距（２以上の輪距を有する

ものにあつては、その輪距のうち最大のもの）が0.5メートル以下であ

るもの及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5

メートル以下の三輪のものを除く。）で、総排気量が0.02リットルを超

えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額 3,700円 

(２)・(３) 略 (２)・(３) 略 

（たばこ税の申告納付の手続） （たばこ税の申告納付の手続） 

第98条 前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者（以下この節におい

て「申告納税者」という。）は、毎月末日までに、前月の初日から末日まで

の間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合

計数（以下この節において「課税標準数量」という。）及び当該課税標準数

量に対するたばこ税額、第96条第１項の規定により免除を受けようとする場

合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並び

に次条第１項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用

を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した施行規則第34号の

２様式による申告書を市長に提出し、及びその申告に係る税金を施行規則第

第98条 前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者（以下この節におい

て「申告納税者」という。）は、毎月末日までに、前月の初日から末日まで

の間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合

計数（以下この節において「課税標準数量」という。）及び当該課税標準数

量に対するたばこ税額、第96条第１項の規定により免除を受けようとする場

合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並び

に次条第１項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用

を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した施行規則第34号の

２様式による申告書を市長に提出し、及びその申告に係る税金を施行規則第
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34号の２の５様式又は第34号の２の５の２様式による納付書によつて納付し

なければならない。この場合において、当該申告書には、第96条第３項に規

定する書類及び次条第１項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量につい

ての明細を記載した施行規則第16号の５様式による書類を添付しなければな

らない。 

34号の２の５様式による納付書によつて納付しなければならない。この場合

において、当該申告書には、第96条第３項に規定する書類及び次条第１項の

返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則

第16号の５様式による書類を添付しなければならない。 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る第１項

又は第２項の納期限（納期限の延長があつたときは、その延長された納期限 

。第101条第２項において同じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に

応じ、当該税額に年14.6パーセント（修正申告書を提出した日までの期間又

はその日の翌日から１月を経過する日までの期間については、年7.3パーセ

ント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して、施行規

則第34号の２の５様式又は第34号の２の５の２様式による納付書によつて納

付しなければならない。 

５ 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る第１項

又は第２項の納期限（納期限の延長があつたときは、その延長された納期限 

。第101条第２項において同じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に

応じ、当該税額に年14.6パーセント（修正申告書を提出した日までの期間又

はその日の翌日から１月を経過する日までの期間については、年7.3パーセ

ント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して、施行規

則第34号の２の５様式による納付書によつて納付しなければならない。 

（たばこ税に係る不足税額等の納付手続）  （たばこ税に係る不足税額等の納付手続） 

第101条 たばこ税の納税義務者は、法第481条、第483条又は第484条の規定に

基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、

不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、

施行規則第34号の２の５様式又は第34号の２の５の２様式による納付書によ

つて納付しなければならない。 

第101条 たばこ税の納税義務者は、法第481条、第483条又は第484条の規定に

基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、

不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、

施行規則第34号の２の５様式による納付書によつて納付しなければならない 

 。 

２ 略 ２ 略 

  附 則 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例） 

  附 則 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例） 

第６条 昭和57年度から令和９年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法

附則第６条第４項に規定する場合において、第36条の２第１項の規定による

申告書（その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに

提出されたもの及びその時までに提出された第36条の３第１項の確定申告書

を含む。次項において同じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条

第１項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき（これらの

申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認め

るときを含む。次項において同じ。）は、当該事業所得に係る市民税の所得

割の額を免除する。 

第６条 昭和57年度から令和６年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法

附則第６条第４項に規定する場合において、第36条の２第１項の規定による

申告書（その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに

提出されたもの及びその時までに提出された第36条の３第１項の確定申告書

を含む。次項において同じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条

第１項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき（これらの

申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認め

るときを含む。次項において同じ。）は、当該事業所得に係る市民税の所得

割の額を免除する。 

２・３ 略 ２・３ 略 

（読替規定） （読替規定） 
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第８条 法附則第15条から第15条の３の２まで又は第63条の規定の適用がある

各年度分の固定資産税に限り、第61条第８項中「又は第349条の３の４から

第349条の５まで」とあるのは、「若しくは第349条の３の４から第349条の

５まで又は附則第15条から第15条の３の２まで若しくは第63条」とする。 

第８条 法附則第15条から第15条の３の２まで、第63条又は第64条の規定の適

用がある各年度分の固定資産税に限り、第61条第８項中「又は第349条の３

の４から第349条の５まで」とあるのは、「若しくは第349条の３の４から第

349条の５まで又は附則第15条から第15条の３の２まで、第63条若しくは第

64条」とする。 

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第８条の２ 略 第８条の２ 略 

２ 略 ２ 略 

３ 法附則第15条第14項に規定する市の条例で定める割合は、５分の３（都市

再生特別措置法（平成14年法律第22号）第２条第５項に規定する特定都市再

生緊急整備地域における法附則第15条第14項に規定する市の条例で定める割

合は、２分の１）とする。 

３ 法附則第15条第15項に規定する市の条例で定める割合は、５分の３（都市

再生特別措置法（平成14年法律第22号）第２条第５項に規定する特定都市再

生緊急整備地域における法附則第15条第15項に規定する市の条例で定める割

合は、２分の１）とする。 

４ 法附則第15条第21項に規定する市の条例で定める割合は、２分の１とする 

 。 

４ 法附則第15条第22項に規定する市の条例で定める割合は、２分の１とする 

 。 

５ 法附則第15条第22項第１号に規定する市の条例で定める割合は、３分の２

とする。 

５ 法附則第15条第23項第１号に規定する市の条例で定める割合は、３分の２

とする。 

６ 法附則第15条第22項第２号に規定する市の条例で定める割合は、２分の１

とする。 

６ 法附則第15条第23項第２号に規定する市の条例で定める割合は、２分の１

とする。 

７ 法附則第15条第22項第３号に規定する市の条例で定める割合は、２分の１

とする。 

７ 法附則第15条第23項第３号に規定する市の条例で定める割合は、２分の１

とする。 

８ 法附則第15条第23項第１号に規定する市の条例で定める割合は、３分の２

とする。 

８ 法附則第15条第24項第１号に規定する市の条例で定める割合は、３分の２

とする。 

９ 法附則第15条第23項第２号に規定する市の条例で定める割合は、２分の１

とする。 

９ 法附則第15条第24項第２号に規定する市の条例で定める割合は、２分の１

とする。 

10 法附則第15条第25項第１号イに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、３分の２とする。 

10 法附則第15条第26項第１号イに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、３分の２とする。 

11 法附則第15条第25項第１号ロに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、３分の２とする。 

11 法附則第15条第26項第１号ロに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、３分の２とする。 

12 法附則第15条第25項第１号ハに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、３分の２とする。 

12 法附則第15条第26項第１号ハに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、３分の２とする。 

13 法附則第15条第25項第１号ニに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、３分の２とする。 

13 法附則第15条第26項第１号ニに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、３分の２とする。 

14 法附則第15条第25項第２号イに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、４分の３とする。 

14 法附則第15条第26項第２号イに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、４分の３とする。 
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15 法附則第15条第25項第２号ロに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、４分の３とする。 

15 法附則第15条第26項第２号ロに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、４分の３とする。 

16 法附則第15条第25項第２号ハに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、４分の３とする。 

16 法附則第15条第26項第２号ハに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、４分の３とする。 

17 法附則第15条第25項第３号イに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、２分の１とする。 

17 法附則第15条第26項第３号イに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、２分の１とする。 

18 法附則第15条第25項第３号ロに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、２分の１とする。 

18 法附則第15条第26項第３号ロに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、２分の１とする。 

19 法附則第15条第25項第３号ハに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、２分の１とする。 

19 法附則第15条第26項第３号ハに規定する設備について同号に規定する市の

条例で定める割合は、２分の１とする。 

20 法附則第15条第28項に規定する市の条例で定める割合は、３分の２とする 

 。 

20 法附則第15条第29項に規定する市の条例で定める割合は、３分の２とする 

 。 

21 法附則第15条第32項に規定する市の条例で定める割合は、２分の１とする 

 。 

21 法附則第15条第33項に規定する市の条例で定める割合は、２分の１とする 

 。 

22 法附則第15条第33項に規定する市の条例で定める割合は、３分の２とする 

 。 

22 法附則第15条第34項に規定する市の条例で定める割合は、３分の２とする 

 。 

23 法附則第15条第38項に規定する市の条例で定める割合は、３分の２とする 

 。 

23 法附則第15条第39項に規定する市の条例で定める割合は、３分の２とする 

 。 

24 法附則第15条第42項に規定する市の条例で定める割合は、３分の１とする 

 。 

24 法附則第15条第43項に規定する市の条例で定める割合は、３分の１とする 

 。 

25 法附則第15条第43項に規定する市の条例で定める割合は、４分の３とする 

 。 

25 法附則第15条第44項に規定する市の条例で定める割合は、４分の３とする 

 。 

26 略 26 略 

27 法附則第15条の９の３第１項に規定する市の条例で定める割合は、３分の

１とする。 

27 法附則第64条に規定する市の条例で定める割合は、０とする。 

（新築住宅等に対する固定資産税等の減額の規定の適用を受けようとする者

がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税等の減額の規定の適用を受けようとする者

がすべき申告） 

第８条の３ 略 第８条の３ 略 

２～10 略 ２～10 略 

11 法附則第15条の９の３第１項に規定する特定マンションに係る区分所有に

係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定マン

ションに係る同項に規定する工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第16項各号に掲げる書類を添付

して市長に提出しなければならない。 
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(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番

号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称） 

 

(２) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積  

(３) 家屋の建築年月日及び登記年月日  

(４) 当該工事が完了した年月日  

(５) 当該工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する場合

には、３月以内に提出することができなかつた理由 

 

12 法附則第15条の10第１項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用

を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日

から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第

17項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促

進に関する法律（平成７年法律第123号）第７条又は附則第３条第１項の規

定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第19項に規定

する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

11 法附則第15条の10第１項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用

を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日

から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第

13項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促

進に関する法律（平成７年法律第123号）第７条又は附則第３条第１項の規

定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第19項に規定

する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

(５) 施行規則附則第７条第17項に規定する補助の算定の基礎となつた当該

耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用 

(５) 施行規則附則第７条第13項に規定する補助の算定の基礎となつた当該

耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用 

(６) 略 (６) 略 

13 略 12 略 

 （軽自動車税の環境性能割の非課税） 

 第13条の３ 法第451条第１項第１号（同条第４項又は第５項において準用す

る場合を含む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以下

この条において同じ。）に対しては、当該３輪以上の軽自動車の取得が令和

元年10月１日から令和３年12月31日までの間（附則第13条の８第３項におい

て「特定期間」という。）に行われたときに限り、第80条第１項の規定にか

かわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第13条の３ 略 第13条の３の２ 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割

の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算した金額を

加算した金額とする。 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割

の額は、同項の不足額に、これに100分の10の割合を乗じて計算した金額を

加算した金額とする。 

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） （軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 
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第13条の８ 略 第13条の８ 略 

２ 略 ２ 略 

 ３ 自家用の３輪以上の軽自動車であつて乗用のものに対する第81条の４（第

２号に係る部分に限る。）及び前項の規定の適用については、当該軽自動車

の取得が特定期間に行われたときに限り、これらの規定中「100分の２」と

あるのは、「100分の１」とする。 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第14条 法附則第30条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対する当該軽自

動車が最初の法第444条第３項に規定する車両番号の指定（次項から第４項

までにおいて「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起算して14年

を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第82条

の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第14条 法附則第30条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対する当該軽自

動車が最初の法第444条第３項に規定する車両番号の指定（次項から第８項

までにおいて「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起算して14年

を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第82条

の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 略   略  

２ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車に対す

る第82条の規定の適用については、当該軽自動車が令和４年４月１日から令

和８年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車

両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り 

、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

２ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車に対す

る第82条の規定の適用については、当該軽自動車が令和２年４月１日から令

和３年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分

の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 略   略  

 ３ 法附則第30条第３項第１号及び第２号に掲げる法第446条第１項第３号に

規定するガソリン軽自動車（以下この条において「ガソリン軽自動車」とい

う。）のうち３輪以上のものに対する第82条の規定の適用については、当該

ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月31日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、

次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

      第２号ア(イ) 3,900円 2,000円  

      第２号ア(ウ)ａ 6,900円 3,500円  

     10,800円 5,400円  

      第２号ア(ウ)ｂ 3,800円 1,900円  

     5,000円 2,500円  
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 ４ 法附則第30条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽自動車のうち３

輪以上のもの（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第82条の

規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和

３年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分の

軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

      第２号ア(イ) 3,900円 3,000円  

      第２号ア(ウ)ａ 6,900円 5,200円  

     10,800円 8,100円  

      第２号ア(ウ)ｂ 3,800円 2,900円  

     5,000円 3,800円  

 ５ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車のうち 

、自家用の乗用のものに対する第82条の規定の適用については、当該軽自動

車が令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が

令和４年４月１日から令和５年３月31日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第２項の表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

 ６ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車（自家

用の乗用のものを除く。）に対する第82条の規定の適用については、当該軽

自動車が令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動

車が令和４年４月１日から令和５年３月31日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第２項の表の左

欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

３ 法附則第30条第３項の規定の適用を受ける３輪以上の法第446条第１項第

３号に規定するガソリン軽自動車（以下この項及び次項において「ガソリン

軽自動車」という。）（営業用の乗用のものに限る。）に対する第82条の規

定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和８

年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番

号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同

７ 法附則第30条第７項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽自動車（ 

営業用の乗用のものに限る。）に対する第82条の規定の適用については、当

該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り 

、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月31日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に

37



条第２号ア(イ)中「3,900円」とあるのは「2,000円」と、同号ア(ウ)ａ中「 

6,900円」とあるのは「3,500円」とする。 

限り、第３項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

４ 法附則第30条第４項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽自動車（ 

前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。）に対

する第82条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月

１日から令和７年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、

当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種

別割に限り、同条第２号ア(イ)中「3,900円」とあるのは「3,000円」と、同

号ア(ウ)ａ中「6,900円」とあるのは「5,200円」とする。 

８ 法附則第30条第８項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽自動車（ 

前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。）に対

する第82条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月

１日から令和４年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令

和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年

４月１日から令和５年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第４項の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第14条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自

動車が前条第２項から第４項までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自動車

に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第

30条の２第１項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ 

。）に基づき当該判断をするものとする。 

第14条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自

動車が前条第２項から第８項までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自動車

に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第

30条の２第１項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ 

。）に基づき当該判断をするものとする。 

２ 略 ２ 略 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額

は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算した金額を加算

した金額とする。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額

は、同項の不足額に、これに100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算

した金額とする。 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る

市民税の課税の特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る

市民税の課税の特例） 

第15条の２ 昭和63年度から令和８年度までの各年度分の個人の市民税に限り 

、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因とな

る土地等（租税特別措置法第31条第１項に規定する土地等をいう。以下この

条において同じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下この条におい

て同じ。）をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡（法

附則第34条の２第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。）に該

当するときにおける前条第１項に規定する譲渡所得（次条の規定の適用を受

ける譲渡所得を除く。次項において同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に

対して課する市民税の所得割の額は、前条第１項の規定にかかわらず、次の

各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする 

。 

第15条の２ 昭和63年度から令和５年度までの各年度分の個人の市民税に限り 

、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因とな

る土地等（租税特別措置法第31条第１項に規定する土地等をいう。以下この

条において同じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下この条におい

て同じ。）をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡（法

附則第34条の２第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。）に該

当するときにおける前条第１項に規定する譲渡所得（次条の規定の適用を受

ける譲渡所得を除く。次項において同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に

対して課する市民税の所得割の額は、前条第１項の規定にかかわらず、次の

各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする 

。 
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(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 

２ 前項の規定は、昭和63年度から令和８年度までの各年度分の個人の市民税

に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基

因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予

定地のための譲渡（法附則第34条の２第５項に規定する確定優良住宅地等予

定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。）に該当するときにお

ける前条第１項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課

する市民税の所得割について準用する。この場合において、当該譲渡が法附

則第34条の２第10項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確定優

良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。 

２ 前項の規定は、昭和63年度から令和５年度までの各年度分の個人の市民税

に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基

因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予

定地のための譲渡（法附則第34条の２第５項に規定する確定優良住宅地等予

定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。）に該当するときにお

ける前条第１項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課

する市民税の所得割について準用する。この場合において、当該譲渡が法附

則第34条の２第10項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確定優

良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。 

３ 略 ３ 略 

（読替規定） （読替規定） 

第22条 法附則第15条第１項、第９項、第13項から第17項まで、第19項、第20

項、第24項、第27項、第31項から第35項まで、第38項、第39項、第43項若し

くは第46項、第15条の２第２項、第15条の３又は第63条の規定の適用がある

各年度分の都市計画税に限り、第141条中「又は第33項」とあるのは「若し

くは第33項又は附則第15条から第15条の３まで若しくは第63条」とする。 

第22条 法附則第15条第１項、第10項、第14項から第18項まで、第20項、第21

項、第25項、第28項、第32項から第36項まで、第39項、第40項若しくは第44

項、第15条の２第２項、第15条の３又は第63条の規定の適用がある各年度分

の都市計画税に限り、第141条中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33

項又は附則第15条から第15条の３まで若しくは第63条」とする。 
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新旧対照表 

○議案第６２号 木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

新 旧 

   木更津市国民健康保険税条例 

昭和50年６月28日 

条例第28号 

   木更津市国民健康保険税条例 

昭和50年６月28日 

条例第28号 

  (課税額) 

第３条 略 

２ 略 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（第１条第２項の世

帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並び

に被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が22万円を超える

場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、22万円とする。 

４ 略 

 （国民健康保険税の減額） 

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課 

する国民健康保険税の額は、第３条第２項本文の基礎課税額からア及びイに 

掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が65万円を超える場合には 

、65万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウに掲げる額 

を減額して得た額（当該減額して得た額が22万円を超える場合には、22万円 

）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額からエに掲げる額を減額して得 

た額（当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円）の合算額と 

する。 

 (１) 略 

 (２) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算 

額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあつ

ては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて

得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき

29万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する

者を除く。） 

ア～エ 略 

(３) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算 

  (課税額) 

第３条 略 

２ 略 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（第１条第２項の世  

帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並び並

に被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が20万円を超える 

場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、20万円とする。 

４ 略 

 （国民健康保険税の減額） 

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課  

する国民健康保険税の額は、第３条第２項本文の基礎課税額からア及びイに  

掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が65万円を超える場合には  

、65万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウに掲げる額 

を減額して得た額（当該減額して得た額が20万円を超える場合には、20万円 

）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額からエに掲げる額を減額して得 

た額（当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円）の合算額と 

する。 

 (１) 略 

 （２) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算 

額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあつ

ては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて

得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき

28万５千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当

する者を除く。） 

ア～エ 略 

 (３) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算 
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額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあつ

ては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて

得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき

53万５千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該

当する者を除く。） 

ア～エ 略 

２ 略 

 （特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

第23条の２ 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する

国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等

（法第703条の５の２第２項に規定する特例対象被保険者等をいう。第24条 

 の２第１項において同じ。）である場合における第４条及び前条第１項の規 

定の適用については、第４条第１項中「規定する総所得金額」とあるのは「 

規定する総所得金額（第23条の２に規定する特例対象被保険者等の総所得金 

額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所 

得税法第28条第２項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金 

額によるものとする。次項において同じ。）」と、「同条第２項」とあるの 

は「法第314条の２第２項」と、前条第１項第１号中「総所得金額及び」と 

あるのは「総所得金額（次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に 

給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税 

法第28条第２項によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるも 

のとする。次号及び第３号において同じ。）及び」とする。 

 （特例対象被保険者等に係る申告） 

第24条の２ 略 

２ 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証 

（雇用保険法施行規則（昭和50年労働省令第３号）第17条の２第１項第１号

に規定するものをいう。）又は雇用保険受給資格通知（同令第19条第３項に

規定するものをいう。）の提示を求められた場合には、これらを提示し、又

はその写しを提出しなければならない。 

   附 則 

 （公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

３ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは 

額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあつ

ては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて

得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき

52万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当す

る者を除く。） 

ア～エ 略 

２ 略 

 （特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

第23条の２ 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する

国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等

（法第703条の５の２第２項に規定する特例対象被保険者等をいう。第24条 

の２において同じ。）である場合における第４条及び前条第１項の規定の適

用については、第４条第１項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定す

る総所得金額（第23条の２に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給

与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法

第28条第２項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によ 

るものとする。次項において同じ。）」と、「同条第２項」とあるのは「法

第314条の２第２項」と、前条第１項第１号中「総所得金額及び」とあるの 

は「総所得金額（次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所

得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28

条第２項によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとす

る。次号及び第３号において同じ。）及び」とする。 

 （特例対象被保険者等に係る申告） 

第24条の２ 略 

２ 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証 

（雇用保険法施行規則（昭和50年労働省令第３号）第17条の２第１項第１号

に規定するものをいう。）その他の特例対象被保険者等であることの事実を

証明する書類の提示を求められた場合には、これらを提示し、又はその写し

を提出しなければならない。 

   附 則 

 （公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

３ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは 
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特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第３項に規定する公的年金

等に係る所得（次項から附則第７項までにおいて「公的年金等所得」という 

。）について同条第４項に規定する公的年金等控除額（年齢65歳以上である

者に係るものに限る。次項から附則第７項までにおいて「特定公的年金等控

除額」という。）の控除を受けた場合における第23条の規定の適用について

は、同条第１項中「法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所 

得金額」とあるのは「法第703条の５第１項に規定する総所得金額（所得税 

法第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第２項第 

１号の規定によつて計算した金額から15万円、を控除した金額によるものと 

する。）及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする 

。 

 （上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世 

帯所属者が法附則第33条の２第５項の配当所得等を有する場合における第４

条、第８条、第10条及び第23条の規定の適用については、第４条第１項中「 

及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の２ 

第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第２項」と

あるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」 

とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の２第５項に規定する 

上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第23条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の２第５項に規定す 

る上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 

 （長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世 

帯所属者が法附則第34条第４項の譲渡所得を有する場合における第４条、第

８条、第10条及び第23条の規定の適用については、第４条第１項中「及び山

林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和

32年法律第26号）第33条の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第34条

の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、第35条の２第１項、第35条

の３第１項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用によ

り同法第31条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除

した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。）

特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第３項に規定する公的年金

等に係る所得（次項から附則第７項までにおいて「公的年金等所得」という 

。）について同条第４項に規定する公的年金等控除額（年齢65歳以上である

者に係るものに限る。次項から附則第７項までにおいて「特定公的年金等控

除額」という。）の控除を受けた場合における第23条第１項の規定の適用に

ついては、同項中「法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所 

得金額」とあるのは「法第703条の５第１項に規定する総所得金額（所得税 

法第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第２項第

１号の規定によつて計算した金額から15万円を控除した金額によるものとす

る。）及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。 

 

 （上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世 

帯所属者が法附則第33条の２第５項の配当所得等を有する場合における第４

条、第８条、第10条及び第23条第１項の規定の適用については、第４条第１

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33

条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第

２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所 

得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の２第５項に

規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第23条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の２第５項

に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 

 （長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世 

帯所属者が法附則第34条第４項の譲渡所得を有する場合における第４条、第

８条、第10条及び第23条第１項の規定の適用については、第４条第１項中「 

及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法 

（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、

第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、第35条の２第１項、

第35条の３第１項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適

用により同法第31条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額

を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」とい
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の合計額から法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」 

とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額

（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第23条第

１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第

34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。 

 （一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世 

帯所属者が法附則第35条の２第５項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する 

場合における第４条、第８条、第10条及び第23条の規定の適用については、 

第４条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに 

法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と 

、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「 

又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の 

２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条第１項 

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条 

の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

 （上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世 

帯所属者が法附則第35条の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡所得等を有

する場合における第４条、第８条、第10条及び第23条の規定の適用について

は、第４条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の

金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第 

２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則 

第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、 

第23条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに 

法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額 

」とする。 

 （先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世 

帯所属者が法附則第35条の４第４項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有す 

る場合における第４条、第８条、第10条及び第23条の規定の適用については 

う。）の合計額から法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計 

額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の

合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額又は法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第

23条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。 

 （一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世 

帯所属者が法附則第35条の２第５項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する

場合における第４条、第８条、第10条及び第23条第１項の規定の適用につい

ては、第４条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金

額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２ 

項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第

35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条

第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

 （上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世 

帯所属者が法附則第35条の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡所得等を有

する場合における第４条、第８条、第10条及び第23条第１項の規定の適用に

ついては、第４条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所

得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、 

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額 

」と、第23条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等

の金額」とする。 

 （先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世 

帯所属者が法附則第35条の４第４項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有す

る場合における第４条、第８条、第10条及び第23条第１項の規定の適用につ
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、第４条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び 

に法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、

「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又 

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の４ 

第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第23条第１項中「及 

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の４第 

４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 

 （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世 

帯所属者が法附則第33条の３第５項の事業所得又は雑所得を有する場合にお

ける第４条、第８条、第10条及び第23条の規定の適用については、第４条第

１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第

33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第２

項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得 

金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の３第５項に規

定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第23条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の３第５項に規定

する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 

 （条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

17 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世 

帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例

等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」とい

う。）第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配

当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第４条、第８

条、第10条及び第23条の規定の適用については、第４条第１項中「及び山林

所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租

税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法

律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条

の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の２ 

第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金 

額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第10項に規定する条約適用利 

子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「 

若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３条の２の２第10項に規 

いては、第４条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額 

」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項 

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35

条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第23条第１項

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条

の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 

 （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世 

帯所属者が法附則第33条の３第５項の事業所得又は雑所得を有する場合にお

ける第４条、第８条、第10条及び第23条第１項の規定の適用については、第

４条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同

条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山 

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の３第５

項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第23条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の３第５項

に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 

 （条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

17 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世 

帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例

等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」とい

う。）第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配

当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第４条、第８

条、第10条及び第23条第１項の規定の適用については、第４条第１項中「及

び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並

びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関

する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。） 

第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314 

条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林

所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第10項に規定する条約

適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３条の２の２第10
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定する条約適用利子等の額」と、第23条第１項中「及び山林所得金額」とあ 

るのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第10 

項に規定する条約適用利子等の額」とする。 

 （条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

18 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世 

帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用

配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第４条、

第８条、第10条及び第23条の規定の適用については、第４条第１項中「及び

山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並び

に租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第

３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条 

の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所

得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適

用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項

に規定する条約適用配当等の額」と、第23条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２

第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。 

項に規定する条約適用利子等の額」と、第23条第１項中「及び山林所得金額 

」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の

２第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。 

 （条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

18 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世 

帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用

配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第４条、

第８条、第10条及び第23条第１項の規定の適用については、第４条第１項中

「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金

額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等

に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という 

。）第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第

314条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び 

山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する

条約適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３条の２の２

第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第23条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の

２の２第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。 
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新旧対照表 

○議案第６３号 木更津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 

新 旧 

木更津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども 

・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例 

                           平成26年９月27日 

                              条例第17号 

    第２節 特定教育・保育施設の運営に関する基準 

第１款 利用定員に関する基準 

第４条 略 

木更津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども 

・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例 

                           平成26年９月27日 

                              条例第17号 

    第２節 特定教育・保育施設の運営に関する基準 

第１款 利用定員に関する基準 

第４条 略 

２ 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設の区分に応 

じ、それぞれ当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を 

定めるものとする。ただし、法第19条第３号に掲げる小学校就学前子どもの 

区分にあっては、満１歳に満たない小学校就学前子ども及び満１歳以上の小 

学校就学前子どもに区分して定めるものとする。 

２ 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を

定めるものとする。ただし、法第19条第１項第３号に掲げる小学校就学前子

どもの区分にあっては、満１歳に満たない小学校就学前子ども及び満１歳以

上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。 

(１) 認定こども園 法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分 (１) 認定こども園 法第19条第１項各号に掲げる小学校就学前子どもの区

分 

(２) 幼稚園 法第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもの区分 (２) 幼稚園 法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

(３) 保育所 法第19条第２号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同条 

第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

(３) 保育所 法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもの区分及 

び同項第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第６条 略 第６条 略 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項におい 

て同じ。）は、利用の申込みに係る法第19条第１号に掲げる小学校就学前子 

ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同号に掲げる小学校就 

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・ 

保育施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を 

超える場合においては、抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当 

該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する理念、基本方針等に基 

づく選考その他公正な方法により選考しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項におい 

て同じ。）は、利用の申込みに係る法第19条第１項第１号に掲げる小学校就 

学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同号に掲げる小 

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定 

教育・保育施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の 

総数を超える場合においては、抽選、申込みを受けた順序により決定する方 

法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する理念、基本方針 

等に基づく選考その他公正な方法により選考しなければならない。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項におい 

て同じ。）は、利用の申込みに係る法第19条第２号又は第３号に掲げる小学 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項におい 

て同じ。）は、利用の申込みに係る法第19条第１項第２号又は第３号に掲げ 
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校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同条第２号 

又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど 

もの総数が、当該特定教育・保育施設の同条第２号又は第３号に掲げる小学 

校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、教育 

・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保 

育を受ける必要性が高いと認められる教育・保育給付認定子どもが優先的に 

利用できるよう、選考するものとする。 

る小学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同項 

第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認 

定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同項第２号又は第３号に掲げ 

る小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては 

、教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案 

し、保育を受ける必要性が高いと認められる教育・保育給付認定子どもが優 

先的に利用できるよう、選考するものとする。 

４・５ 略 ４・５ 略 

（あっせん、調整及び要請に対する協力） （あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第７条 略 第７条 略 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項におい 

て同じ。）は、法第19条第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該 

当する教育・保育給付認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の利用につ 

いて児童福祉法第24条第３項（同法附則第73条第１項の規定により読み替え 

て適用する場合を含む。）の規定により市が行う調整及び要請に対し、でき 

る限り協力しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項におい 

て同じ。）は、法第19条第１項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子ど 

もに該当する教育・保育給付認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の利 

用について児童福祉法第24条第３項（同法附則第73条第１項の規定により読 

み替えて適用する場合を含む。）の規定により市が行う調整及び要請に対し 

、できる限り協力しなければならない。 

（受給資格等の確認） （受給資格等の確認） 

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた場合は、 

必要に応じて、教育・保育給付認定保護者の提示する支給認定証（教育・保 

育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、子ど 

も・子育て支援法施行規則（平成26年内閣府令第44号）第７条第２項の規定 

による通知）によって、教育・保育給付認定の有無、教育・保育給付認定子 

どもの該当する法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、教育・保 

育給付認定の有効期間、保育必要量（法第20条第３項に規定する保育必要量 

をいう。）等を確かめるものとする。 

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた場合は、 

必要に応じて、教育・保育給付認定保護者の提示する支給認定証（教育・保 

育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、子ど 

も・子育て支援法施行規則（平成26年内閣府令第44号）第７条第２項の規定 

による通知）によって、教育・保育給付認定の有無、教育・保育給付認定子 

どもの該当する法第19条第１項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、教 

育・保育給付認定の有効期間、保育必要量（法第20条第３項に規定する保育 

必要量をいう。）等を確かめるものとする。 

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領） 

第13条 略 第13条 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育 

において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を 

教育・保育給付認定保護者から受けることができる。 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育 

において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を 

教育・保育給付認定保護者から受けることができる。 

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 

(３) 食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要する費用 (３) 食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要する費用 

ア 次の(ア)又は(イ)に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものう ア 次の(ア)又は(イ)に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものう 
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ち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者 

と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ(ア) 

又は(イ)に定める金額未満であるものに対する副食の提供 

ち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者 

と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ(ア) 

又は(イ)に定める金額未満であるものに対する副食の提供 

(ア) 法第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保 

育給付認定子ども 77,101円 

(ア) 法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教 

育・保育給付認定子ども 77,101円 

(イ) 法第19条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保 

育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。イ(イ)に 

おいて同じ。） 57,700円（令第４条第２項第６号に規定する特定教 

育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円） 

(イ) 法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教 

育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。イ 

(イ)において同じ。） 57,700円（令第４条第２項第６号に規定する 

特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円） 

イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものう 

ち、負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子ども（小学校、 

義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第１学年から第３ 

学年までに在籍する子どもをいう。以下イにおいて同じ。）が同一の世 

帯に３人以上いる場合にそれぞれ(ア)又は(イ)に定める者に該当するも 

のに対する副食の提供（アに該当するものを除く。） 

イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものう 

ち、負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子ども（小学校、 

義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第１学年から第３ 

学年までに在籍する子どもをいう。以下イにおいて同じ。）が同一の世 

帯に３人以上いる場合にそれぞれ(ア)又は(イ)に定める者に該当するも 

のに対する副食の提供（アに該当するものを除く。） 

(ア) 法第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保 

育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前 

子ども（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者を除く。）で 

ある者 

(ア) 法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教 

育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第３学年 

修了前子ども（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者を除く 

。）である者 

(イ) 法第19条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保 

育給付認定子ども 負担額算定基準子ども（そのうち最年長者及び２ 

番目の年長者である者を除く。）である者 

(イ) 法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教 

育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども（そのうち最年長者 

及び２番目の年長者である者を除く。）である者 

ウ 略 ウ 略 

(４)・(５) 略 (４)・(５) 略 

５・６ 略 ５・６ 略 

（特定教育・保育の取扱方針） （特定教育・保育の取扱方針） 

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、それ 

ぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等に 

応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。 

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、それ 

ぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等に 

応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。 

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 

(３) 幼稚園 幼稚園教育要領（学校教育法（昭和22年法律第26号）第25条 

第１項の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教 

育内容に関する事項をいう。） 

(３) 幼稚園 幼稚園教育要領（学校教育法（昭和22年法律第26号）第25条 

の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容 

に関する事項をいう。） 

(４) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省 (４) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省 
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令第63号）第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣 

総理大臣が定める指針 

令第63号）第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について厚生 

労働大臣が定める指針 

２ 略 ２ 略 

（運営規程） （運営規程） 

第20条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に 

関する規程（第23条において「運営規程」という。）を定めておかなければ 

ならない。 

第20条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に 

関する規程（第23条において「運営規程」という。）を定めておかなければ 

ならない。 

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略 

(４) 特定教育・保育の提供を行う日（法第19条第１号に掲げる小学校就学 

前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっては、学期を含む 

。以下この号において同じ。）及び時間並びに提供を行わない日 

(４) 特定教育・保育の提供を行う日（法第19条第１項第１号に掲げる小学 

校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっては、学期 

を含む。以下この号において同じ。）及び時間並びに提供を行わない日 

(５)～(11) 略 (５)～(11) 略 

（特別利用保育の基準） （特別利用保育の基準） 

第35条 特定教育・保育施設（保育所に限る。以下この条において同じ。）が 

法第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定 

子どもに対し特別利用保育を提供する場合には、法第34条第１項第３号に規 

定する基準を遵守しなければならない。 

第35条 特定教育・保育施設（保育所に限る。以下この条において同じ。）が

法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもに対し特別利用保育を提供する場合には、法第34条第１項第３

号に規定する基準を遵守しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設が前項の規定により特別利用保育を提供する場合には 

、当該特別利用保育に係る法第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該 

当する教育・保育給付認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用し 

ている同条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認 

定子どもの総数が、第４条第２項第３号の規定により定められた法第19条第 

２号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の総数を超えないものとす 

る。 

２ 特定教育・保育施設が前項の規定により特別利用保育を提供する場合には 

、当該特別利用保育に係る法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ど 

もに該当する教育・保育給付認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に 

利用している同項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育 

給付認定子どもの総数が、第４条第２項第３号の規定により定められた法第 

19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の総数を超え 

ないものとする。 

３ 特定教育・保育施設が第１項の規定により特別利用保育を提供する場合に 

は、特定教育・保育には特別利用保育を、施設型給付費には特例施設型給付 

費（法第28条第１項の特例施設型給付費をいう。次条第３項において同じ。 

）を、それぞれ含むものとして、前款（第６条第３項及び第７条第２項を除 

く。）の規定を適用する。この場合において、第６条第２項中「特定教育・ 

保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。）」 

とあるのは「特定教育・保育施設（特別利用保育を提供している施設に限る 

。以下この項において同じ。）」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに 

該当する教育・保育給付認定子ども」とあるのは「同号又は同条第２号に掲 

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」と、「同号 

３ 特定教育・保育施設が第１項の規定により特別利用保育を提供する場合に 

は、特定教育・保育には特別利用保育を、施設型給付費には特例施設型給付 

費（法第28条第１項の特例施設型給付費をいう。次条第３項において同じ。 

）を、それぞれ含むものとして、前款（第６条第３項及び第７条第２項を除 

く。）の規定を適用する。この場合において、第６条第２項中「特定教育・ 

保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。）」 

とあるのは「特定教育・保育施設（特別利用保育を提供している施設に限る 

。以下この項において同じ。）」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに 

該当する教育・保育給付認定子ども」とあるのは「同号又は同項第２号に掲 

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」と、「同号 
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に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」とあるのは「同 

条第２号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」と、第 

13条第２項中「法第27条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第28条第 

２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条 

第４項第３号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保 

育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者を除く。）」と、同号イ(イ)中 

「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特 

別利用保育を受ける者を含む。）」とする。 

に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」とあるのは「同 

項第２号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」と、第 

13条第２項中「法第27条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第28条第 

２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条 

第４項第３号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保 

育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者を除く。）」と、同号イ(イ)中 

「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特 

別利用保育を受ける者を含む。）」とする。 

（特別利用教育の基準） （特別利用教育の基準） 

第36条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。以下この条において同じ。）が 

法第19条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定 

子どもに対し、特別利用教育を提供する場合には、法第34条第１項第２号に 

規定する基準を遵守しなければならない。 

第36条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。以下この条において同じ。）が 

法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給 

付認定子どもに対し、特別利用教育を提供する場合には、法第34条第１項第 

２号に規定する基準を遵守しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設が前項の規定により特別利用教育を提供する場合には 

、当該特別利用教育に係る法第19条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該 

当する教育・保育給付認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用し 

ている同条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認 

定子どもの総数が、第４条第２項第２号の規定により定められた法第19条第 

１号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の総数を超えないものとす 

る。 

２ 特定教育・保育施設が前項の規定により特別利用教育を提供する場合には 

、当該特別利用教育に係る法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子ど 

もに該当する教育・保育給付認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に 

利用している同項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育 

給付認定子どもの総数が、第４条第２項第２号の規定により定められた法第 

19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の総数を超え 

ないものとする。 

３ 特定教育・保育施設が第１項の規定により特別利用教育を提供する場合に 

は、特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給付費には特例施設型給付 

費を、それぞれ含むものとして、前款（第６条第３項及び第７条第２項を除 

く。）の規定を適用する。この場合において、第６条第２項中「利用の申込 

みに係る法第19条第１号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「利用の 

申込みに係る法第19条第２号に掲げる小学校就学前子ども」と、「同号に掲 

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」とあるのは 

「同条第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育 

給付認定子ども」と、「の同号」とあるのは「の同条第１号」と、第13条第 

２項中「法第27条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第28条第２項第 

３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項 

第３号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付 

認定子ども（特別利用教育を受ける者を含む。）」と、同号イ(イ)中「教育 

・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用 

３ 特定教育・保育施設が第１項の規定により特別利用教育を提供する場合に 

は、特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給付費には特例施設型給付 

費を、それぞれ含むものとして、前款（第６条第３項及び第７条第２項を除 

く。）の規定を適用する。この場合において、第６条第２項中「利用の申込 

みに係る法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「 

利用の申込みに係る法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子ども」と 

、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 

」とあるのは「同項第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当す 

る教育・保育給付認定子ども」と、第13条第２項中「法第27条第３項第１号 

に掲げる額」とあるのは「法第28条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基 

準により算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ(ア)中「教育・保育給 

付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受 

ける者を含む。）」と、同号イ(イ)中「教育・保育給付認定子ども」とある 

のは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を除く。）」と 
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教育を受ける者を除く。）」とする。 

   第３節 特定地域型保育事業者の運営に関する基準 

する。 

   第３節 特定地域型保育事業者の運営に関する基準 

     第１款 利用定員に関する基準 

第37条 略 

     第１款 利用定員に関する基準 

第37条 略 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定地域型保育 

の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所（以下「特定地域型保育事業 

所」という。）ごとに、法第19条第３号に掲げる小学校就学前子どもに係る 

利用定員（事業所内保育事業を行う事業所にあっては、木更津市家庭的保育 

事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第42条の規定を踏まえ、そ 

の雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所 

内保育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども 

（当該事業所内保育事業が、事業主団体に係るものにあっては事業主団体の 

構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもとし、 

共済組合等（児童福祉法第６条の３第12項第１号ハに規定する共済組合等を 

いう。）に係るものにあっては共済組合等の構成員（同号ハに規定する共済 

組合等の構成員をいう。）の監護する小学校就学前子どもとする。）及びそ 

の他の小学校就学前子どもごとに定める法第19条第３号に掲げる小学校就学 

前子どもに係る利用定員とする。）を、満１歳に満たない小学校就学前子ど 

もと満１歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。 

 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定地域型保育 

の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所（以下「特定地域型保育事業 

所」という。）ごとに、法第19条第１項第３号に掲げる小学校就学前子ども 

に係る利用定員（事業所内保育事業を行う事業所にあっては、木更津市家庭 

的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第42条の規定を踏ま 

え、その雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該 

事業所内保育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該小学校就学前 

子ども（当該事業所内保育事業が、事業主団体に係るものにあっては事業主 

団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子ども 

とし、共済組合等（児童福祉法第６条の３第12項第１号ハに規定する共済組 

合等をいう。）に係るものにあっては共済組合等の構成員（同号ハに規定す 

る共済組合等の構成員をいう。）の監護する小学校就学前子どもとする。） 

及びその他の小学校就学前子どもごとに定める法第19条第１項第３号に掲げ 

る小学校就学前子どもに係る利用定員とする。）を、満１歳に満たない小学 

校就学前子どもと満１歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものと 

する。 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第39条 略 第39条 略 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第19条第３号に掲げる小 

学校就学前子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している満３歳未満 

保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この節におい 

て同じ。）の総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学 

前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、教育・保育 

給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受 

ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子どもが優先的に利用で 

きるよう、選考するものとする。 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第19条第１項第３号に掲 

げる小学校就学前子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している満３ 

歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この節 

において同じ。）の総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学 

校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、教育 

・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保 

育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子どもが優先的に 

利用できるよう、選考するものとする。 

３・４ 略 ３・４ 略 

（特定地域型保育の取扱方針） （特定地域型保育の取扱方針） 

第44条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 

第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣総理大臣が定 

第44条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 

第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について厚生労働大臣が定 
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める指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、小学校就学前子どもの 

心身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供を適切に行わなければならな 

い。 

める指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、小学校就学前子どもの 

心身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供を適切に行わなければならな 

い。 

（特別利用地域型保育の基準） （特別利用地域型保育の基準） 

第51条 特定地域型保育事業者が法第19条第１号に掲げる小学校就学前子ども 

に該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する 

場合には、法第46条第１項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しな 

ければならない。 

第51条 特定地域型保育事業者が法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前 

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用地域型保育を提 

供する場合には、法第46条第１項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵 

守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が前項の規定により特別利用地域型保育を提供する 

場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第19条第１号に掲げる小学校就 

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び特定地域型保育事業所 

を現に利用している満３歳未満保育認定子ども（次条第１項の規定により特 

定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対 

象となる法第19条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育 

給付認定子どもを含む。）の総数が、第37条第２項の規定により定められた 

利用定員の総数を超えないものとする。 

２ 特定地域型保育事業者が前項の規定により特別利用地域型保育を提供する 

場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第19条第１項第１号に掲げる小 

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び特定地域型保育 

事業所を現に利用している満３歳未満保育認定子ども（次条第１項の規定に 

より特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保 

育の対象となる法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当す 

る教育・保育給付認定子どもを含む。）の総数が、第37条第２項の規定によ 

り定められた利用定員の総数を超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を提供 

する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付 

費には特例地域型保育給付費（法第30条第１項の特例地域型保育給付費をい 

う。次条第３項において同じ。）を、それぞれ含むものとして、この節（第 

40条第２項を除き、前条において準用する第８条から第14条まで（第10条及 

び第13条を除く。）、第17条から第19条まで及び第23条から第33条までを含 

む。次条第３項において同じ。）の規定を適用する。この場合において、第 

39条第２項中「第19条第３号」とあるのは「第19条第１号」と、「満３歳未 

満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この節にお 

いて同じ。）」とあるのは「同号又は同条第３号に掲げる小学校就学前子ど 

もに該当する教育・保育給付認定子ども（第52条第１項の規定により特定利 

用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象と 

なる法第19条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付 

認定子どもを含む。）」と、「同号」とあるのは「同条第３号」と、「教育 

・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保 

育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子どもが優先的に 

利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する 

方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を提供 

する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付 

費には特例地域型保育給付費（法第30条第１項の特例地域型保育給付費をい 

う。次条第３項において同じ。）を、それぞれ含むものとして、この節（第 

40条第２項を除き、前条において準用する第８条から第14条まで（第10条及 

び第13条を除く。）、第17条から第19条まで及び第23条から第33条までを含 

む。次条第３項において同じ。）の規定を適用する。この場合において、第 

39条第２項中「第19条第１項第３号」とあるのは「第19条第１項第１号」と 

、「満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以 

下この節において同じ。）」とあるのは「法第19条第１項第１号又は第３号 

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（第52条 

第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特 

定利用地域型保育の対象となる法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前 

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）」と、「同号」とあ 

るのは「同項第３号」と、「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程 

度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３ 

歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申 

込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に 
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選考その他公正な方法により」と、第43条第１項中「教育・保育給付認定保 

護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育の対象 

となる法第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給 

付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」と、同条第２項 

中「法第29条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第30条第２項第２号 

の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第３項中「 

前２項」とあるのは「前項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前２ 

項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（第13条第 

４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」と、同条第５項 

中「前各項」とあるのは「前３項」とする。 

 

関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第43条 

第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保 

護者（特別利用地域型保育の対象となる法第19条第１項第１号に掲げる小学 

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付 

認定保護者を除く。）」と、同条第２項中「法第29条第３項第１号に掲げる 

額」とあるのは「法第30条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により 

算定した費用の額」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、同 

条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは 

「掲げる費用及び食事の提供（第13条第４項第３号ア又はイに掲げるものを 

除く。）に要する費用」と、同条第５項中「前各項」とあるのは「前３項」 

とする。 

（特定利用地域型保育の基準） （特定利用地域型保育の基準） 

第52条 特定地域型保育事業者が法第19条第２号に掲げる小学校就学前子ども 

に該当する教育・保育給付認定子どもに対し特定利用地域型保育を提供する 

場合には、法第46条第１項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しな 

ければならない。 

第52条 特定地域型保育事業者が法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前 

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特定利用地域型保育を提 

供する場合には、法第46条第１項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵 

守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が前項の規定により特定利用地域型保育を提供する 

場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第19条第２号に掲げる小学校就 

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び特定地域型保育事業所 

を現に利用している同条第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育 

・保育給付認定子ども（前条第１項の規定により特別利用地域型保育を提供 

する場合にあっては、当該特別利用地域型保育の対象となる法第19条第１号 

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。 

）の総数が、第37条第２項の規定により定められた利用定員の総数を超えな 

いものとする。 

２ 特定地域型保育事業者が前項の規定により特定利用地域型保育を提供する 

場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第19条第１項第２号に掲げる小 

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び特定地域型保育 

事業所を現に利用している同項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当す 

る教育・保育給付認定子ども（前条第１項の規定により特別利用地域型保育 

を提供する場合にあっては、当該特別利用地域型保育の対象となる法第19条 

第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子 

どもを含む。）の総数が、第37条第２項の規定により定められた利用定員の 

総数を超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域型保育を提供 

する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域型保育給付 

費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、この節の規定を 

適用する。この場合において、第43条第１項中「教育・保育給付認定保護者 

」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特定利用地域型保育の対象とな 

る法第19条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認 

定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもに限る。）に係る教育・保育給付 

認定保護者に限る。）」と、同条第２項中「法第29条第３項第１号に掲げる 

額」とあるのは「法第30条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域型保育を提供 

する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域型保育給付 

費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、この節の規定を 

適用する。この場合において、第43条第１項中「教育・保育給付認定保護者 

」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特定利用地域型保育の対象とな 

る法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育 

給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもに限る。）に係る教育・保 

育給付認定保護者に限る。）」と、同条第２項中「法第29条第３項第１号に 

掲げる額」とあるのは「法第30条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準 
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算定した費用の額」と、同条第４項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費 

用及び食事の提供（特定利用地域型保育の対象となる特定満３歳以上保育認 

定子どもに対するもの及び満３歳以上保育認定子ども（令第４条第１項第２ 

号に規定する満３歳以上保育認定子どもをいう。）に係る第13条第４項第３ 

号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」とする。 

により算定した費用の額」と、同条第４項中「掲げる費用」とあるのは「掲 

げる費用及び食事の提供（特定利用地域型保育の対象となる特定満３歳以上 

保育認定子どもに対するもの及び満３歳以上保育認定子ども（令第４条第１ 

項第２号に規定する満３歳以上保育認定子どもをいう。）に係る第13条第４ 

項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」とする。   
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新旧対照表 

○議案第６４号 木更津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

新 旧 

木更津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

平成26年９月27日 

条例第18号 

（保育の内容） 

木更津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

平成26年９月27日 

条例第18号 

（保育の内容） 

第25条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭 

和23年厚生省令第63号）第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ 

、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心身の状況等に応じ 

た保育を提供しなければならない。 

第25条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭 

和23年厚生省令第63号）第35条に規定する厚生労働大臣が定める指針に準じ 

、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心身の状況等に応じ 

た保育を提供しなければならない。 
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新旧対照表 

○議案第６５号 木更津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

新 旧 

   木更津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例 

平成26年９月27日 

条例第19号 

   木更津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例 

平成26年９月27日 

条例第19号 

   附 則    附 則 

 （施行期日）  （施行期日） 

１ 略 １ 略 

 （設備の基準に関する経過措置）  （設備の基準に関する経過措置） 

２ 木更津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例（令和２年木更津市条例第26号）の施行の日（第４

項において「２年施行日」という。）から当分の間、第９条第２項の規定の

適用については、同項中「おおむね1.65平方メートル以上でなければならな

い」とあるのは、「おおむね1.65平方メートル以上となるよう努めなければ

ならない」とする。 

２ 木更津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例（令和２年木更津市条例第26号）の施行の日（第４

項において「２年施行日」という。）から令和５年３月31日までの間、第９

条第２項の規定の適用については、同項中「おおむね1.65平方メートル以上

でなければならない」とあるのは、「おおむね1.65平方メートル以上となる

よう努めなければならない」とする。 

 （職員に関する経過措置）  （職員に関する経過措置） 

３ この条例の施行の日から当分の間、第10条第３項の規定の適用については

、同項中「修了したもの」とあるのは、「修了したもの（放課後児童健全育

成事業者に新たに雇用された者であって、その新たに雇用された日から起算

して２年以内に当該研修を修了することが見込まれるものを含む。）」とす

る。 

３ この条例の施行の日から令和５年３月31日までの間、第10条第３項の規定 

の適用については、同項中「修了したもの」とあるのは、「修了したもの（ 

令和５年３月31日までに修了することを予定している者を含む。）」とする 

。 

 （支援の単位に関する経過措置）  （支援の単位に関する経過措置） 

４ ２年施行日から当分の間、第10条第４項の規定の適用については、同項中

「おおむね40人以下とする」とあるのは、「おおむね40人以下となるよう努

めなければならない」とする。 

４ ２年施行日から令和５年３月31日までの間、第10条第４項の規定の適用に

ついては、同項中「おおむね40人以下とする」とあるのは、「おおむね40人

以下となるよう努めなければならない」とする。 
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新旧対照表 

○議案第６６号 木更津市火災予防条例の一部を改正する条例 

新 旧 

   木更津市火災予防条例 

昭和37年６月25日 

条例第24号 

   木更津市火災予防条例 

昭和37年６月25日 

条例第24号 
 （急速充電設備）  （急速充電設備） 

第11条の２ 急速充電設備（電気を設備内部で変圧して、電気自動車等（電気

を動力源とする自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類す

るものをいう。以下同じ。）にコネクター（充電用ケーブルを電気自動車等

に接続するためのものをいう。以下同じ。）を用いて充電する設備（全出力

20キロワット以下のものを除く。）をいい、分離型のもの（変圧する機能を

有する設備本体及び充電ポスト（コネクター及び充電用ケーブルを収納する

設備で、変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ。）により構成され

るものをいう。以下同じ。）にあつては、充電ポストを含む。以下同じ。）

の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。 

第11条の２ 急速充電設備（電気を設備内部で変圧して、電気自動車等（電気

を動力源とする自動車等（道路交通法（昭和35年法律第105号）第２条第１

項第９号に規定する自動車又は同項第10号に規定する原動機付自転車をいう

。第12号において同じ。）をいう。以下この条において同じ。）に充電する

設備（全出力20キロワット以下のもの及び全出力200キロワットを超えるも

のを除く。）をいう。以下同じ。）の位置、構造及び管理は、次に掲げる基

準によらなければならない。 

 (１) 急速充電設備（全出力50キロワット以下のもの及び消防長が認める延

焼を防止するための措置が講じられているものを除く。）を屋外に設ける

場合にあつては、建築物から３メートル以上の距離を保つこと。ただし、

次に掲げるものにあつては、この限りでない。 

 (１) 急速充電設備（全出力50キロワット以下のもの及び消防長が認める延

焼を防止するための措置が講じられているものを除く。）を屋外に設ける

場合にあつては、建築物から３メートル以上の距離を保つこと。ただし、

不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、

この限りでない。 

  ア 不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するもの  

 イ 分離型のものにあつては、充電ポスト  

 (２) その筐体は不燃性の金属材料で造ること。ただし、分離型のものの充

電ポストにあつては、この限りでない。 

 (２) その筐体は不燃性の金属材料で造ること。 

 (３)～(５) 略  (３)～(５) 略 

(６) コネクターと電気自動車等が確実に接続されていない場合には、充電

を開始しない措置を講ずること。 

(６) 急速充電設備と電気自動車等が確実に接続されていない場合には、充

電を開始しない措置を講ずること。 

 (７) コネクターが電気自動車等に接続され、電圧が印加されている場合に

は、当該コネクターが当該電気自動車等から外れないようにする措置を講

ずること。 

 (７) 急速充電設備と電気自動車等の接続部に電圧が印加されている場合に

は、当該接続部が外れないようにする措置を講ずること。 

 (８)～(10) 略  (８)～(10) 略 

 (11) 急速充電設備を手動で緊急に停止することができる装置を、当該急速

充電設備の利用者が異常を認めたときに、速やかに操作することができる

 (11) 急速充電設備を手動で緊急停止させることができる措置を講ずること

。 
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箇所に設けること。 

(12) 急速充電設備と電気自動車等の衝突を防止する措置を講ずること。 (12) 自動車等の衝突を防止する措置を講ずること。 

 (13) コネクターについて、操作に伴う不時の落下を防止する措置を講ずる

こと。ただし、コネクターに十分な強度を有するものにあつては、この限

りでない。 

 (13) コネクター（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分を

いう。以下この号において同じ。）について、操作に伴う不時の落下を防

止する措置を講ずること。ただし、コネクターに十分な強度を有するもの

にあつては、この限りでない。 

 (14)・(15) 略  (14)・(15) 略 

 (16) 急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあつては、当該蓄電

池（主として保安のために設けるものを除く。）について次に掲げる措置

を講ずること。 

 (16) 急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあつては、当該蓄電

池について次に掲げる措置を講ずること。 

  ア～エ 略   ア～エ 略 

 (17) 急速充電設備のうち分離型のものにあつては、充電ポストに蓄電池（

主として保安のために設けるものを除く。）を内蔵しないこと。 

 

 (18)・(19) 略  (17)・(18) 略 

２ 略 ２ 略 

 （喫煙等） 

第23条 略 

２ 略 

 

 

 （喫煙等） 

第23条 略 

２ 略 

３ 前項の場合において、併せて図記号による標識を設けるときは、別表第７

に定めるものとしなければならない。 

３ 第１項の消防長が指定する場所（同項第３号に掲げる場所を除く。）を有

する防火対象物の関係者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める措置を講じなければならない。 

４ 第１項の消防長が指定する場所（同項第３号に掲げる場所を除く。）を有

する防火対象物の関係者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める措置を講じなければならない。 

 (１) 略  (１) 略 

 (２) 前号に掲げる場合以外の場合 適当な数の吸殻容器を設けた喫煙所の

設置及び当該喫煙所における「喫煙所」と表示した標識の設置（健康増進

法（平成14年法律第103号）第33条第２項に規定する喫煙専用室標識を設

ける場合においては、この限りでない。） 

４ 第２項又は前項第２号に規定する標識と併せて図記号による標識を設ける

ときは、「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識と併せて設ける図記号に

あつては、国際標準化機構が定めた規格第7010号又は日本産業規格Ｚ8210に

適合するものとし、「喫煙所」と表示した標識と併せて設ける図記号にあつ

ては、国際標準化機構が定めた規格第7001号又は日本産業規格Ｚ8210に適合

するものとしなければならない。 

 (２) 前号に掲げる場合以外の場合 適当な数の吸殻容器を設けた喫煙所の

設置及び当該喫煙所における「喫煙所」と表示した標識の設置（併せて図

記号による標識を設けるときは、別表第７に定めるものとしなければなら

ない。） 
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５ 第３項第２号に掲げる場合において、劇場等の喫煙所は、階ごとに客席及

び廊下（通行の用に供しない部分を除く。）以外の場所に設けなければなら

ない。ただし、劇場等の一部の階において全面的に喫煙が禁止されている旨

の標識の設置その他の当該階における全面的な喫煙の禁止を確保するために

消防長が火災予防上必要と認める措置を講じた場合は、当該階において喫煙

所を設けないことができる。 

５ 前項第２号に掲げる場合において、劇場等の喫煙所は、階ごとに客席及び

廊下（通行の用に供しない部分を除く。）以外の場所に設けなければならな

い。ただし、劇場等の一部の階において全面的に喫煙が禁止されている旨の

標識の設置その他の当該階における全面的な喫煙の禁止を確保するために消

防長が火災予防上必要と認める措置を講じた場合は、当該階において喫煙所

を設けないことができる。 

６・７ 略 

別表第７ 削除 

 

 

 

６・７ 略 

別表第７（第23条） 

表示の種類 図記号 色 

禁煙である旨の表示 

 

記号は黒、斜めの帯及び枠

は赤、地は白 

火気厳禁である旨の

表示 

 

記号は黒、斜めの帯及び枠

は赤、地は白 

喫煙所である旨の表

示 

 

記号は黒、地は白 
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議案第６７号　　 変更内容及び変更理由

○変更内容

変更前

変更後

　契約の相手方から、賃金及び物価の変動に基づく契約金額の変更について、建設工事請負契約約
款第２６条第６項の規定に基づき、請求があったため。

江川総合運動場拡張整備（サッカー場）施設整備工事

○変更理由

１９２，５００，０００円

２１２，８１９，２００円

２０，３１９，２００円

契約金額

差　額
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議案第６８号

認定する市道路線の位置図①

至巌根駅

至木更津駅

岩根小学校

5．市道2526号線

6．市道2527号線

・開発行為によるもの

国道16号

ＪＲ久留里線

10．市道2530号線

・開発行為によるもの

3．市道2524号線

・開発行為によるもの

1．市道2523号線

・開発行為によるもの

7．市道2528号線

・開発行為によるもの

4．市道2525号線

・開発行為によるもの

8．市道2529号線

・開発行為によるもの
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議案第６８号

認定する市道路線の位置図②

9．市道5118号線

・開発行為によるもの

真舟小学校

木更津第二中学校

国道16号

木更津高等学校
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議案第６８号

認定する市道路線の位置図③

2．市道5117号線

・法人から帰属されたもの

君津平川線

木更津末吉線
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　議案第６８号

整理番号 市道番号 　延長　 最小幅員 最大幅員
1 2523 46.6 5.0 9.5

（単位：メートル）

１．市道２５２３号線

起点

終点

開発区域

2523
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　議案第６８号

整理番号 市道番号 　延長　 最小幅員 最大幅員
2 5117 265.0 9.0 13.5

（単位：メートル）

２．市道５１１７号線

起点

終点

開発区域

5117
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　議案第６８号

整理番号 市道番号 　延長　 最小幅員 最大幅員
3 2524 61.3 5.5 9.9

（単位：メートル）

３．市道２５２４号線

起点

終点

開発区域

2524
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　議案第６８号

整理番号 市道番号 　延長　 最小幅員 最大幅員
4 2525 45.1 6.0 10.2

（単位：メートル）

４．市道２５２５号線

起点

終点

開発区域

2525
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　議案第６８号

整理番号 市道番号 　延長　 最小幅員 最大幅員
5 2526 211.0 6.0 10.3
6 2527 140.5 6.0 10.3

（単位：メートル）

５・６．市道２５２６・２５２７号線

起点

終点

開発区域

2526

2527
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　議案第６８号

整理番号 市道番号 　延長　 最小幅員 最大幅員
7 2528 54.5 6.0 10.6

（単位：メートル）

７．市道２５２８号線

起点

終点

開発区域

2528
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　議案第６８号

整理番号 市道番号 　延長　 最小幅員 最大幅員
8 2529 74.0 6.0 10.8

（単位：メートル）

８．市道２５２９号線

起点

終点

開発区域

2529
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　議案第６８号

整理番号 市道番号 　延長　 最小幅員 最大幅員
9 5118 122.4 6.0 11.7

（単位：メートル）

９．市道５１１８号線

起点

終点

開発区域

5118

71



　議案第６８号

整理番号 市道番号 　延長　 最小幅員 最大幅員
10 2530 44.0 5.0 11.0

（単位：メートル）

１０．市道２５３０号線

起点

終点

開発区域

2530

72




